
令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、民間団体が支援対象児童等に対して行う居宅訪問によ 

る食事等の提供を通じて生活実態の把握と見守り体制の強化を図り、児童

虐待を未然に防止することを目的に、予算の範囲内で交付する令和８年度

福井市支援対象児童等見守り強化事業補助金（以下「補助金」という 。）

に関し、福井市補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条  この要綱において「支援対象児童等」とは、要保護児童対策地域協 

 議会が支援対象として登録しているこども及び市が見守りを必要と判断し 

 たこども、子育て家庭・妊産婦等をいう。 

（補助対象団体） 

第３条  補助対象団体は、市内に活動拠点のある団体・グループ（以下「団

体等」という 。） とする。 

２  前項に該当する団体等であっても、以下の各号に該当する場合は、補助

対象外とする。 

(1) 団体等の構成員（法人の場合は役員）に暴力団員等を含む団体等 

(2) その他、活動内容が公序良俗に反する団体等 

（補助対象事業） 

第４条  補助対象事業は、次条に定める補助対象団体が福井市内において実

施する事業のうち、補助金の交付決定を受けた日以降に開始し、令和９

年３月３１日までに完了する事業で、次に掲げる要件を全て満たすもの

とする。 

(1) 支援対象児童等について、補助対象団体は事前に登録簿（様式第１４  

号）をこども家庭センターと協議の上作成し、提出（以下「登録」とい



う 。） することとする。支援対象児童等の追加登録及び解除があった場

合も同様とする。 

(2) 支援対象児童等の居宅を月に２回以上訪問するなどして、以下のアを

実施し、必要に応じてイからキを実施する。ただし、感染症拡大防止等

のため訪問ができない場合は、ＩＣＴ機器を活用して目視により状況把

握を行うことができる。 

ア  こども等の状況の把握 

イ  食事の提供（弁当の配達等を含む 。）  

ウ  基本的な生活習慣の習得支援や生活指導 

エ  学習習慣の定着等の学習支援 

オ  食材やおむつ等消耗品の提供 

カ  子育てサービス等の情報提供 

キ  その他市長が認める支援 

(3) 事業を実施した月の翌月１０日までに次に掲げる報告書を提出するこ 

と。 

ア  支援対象児童等見守り強化事業月報告書（様式第１５号） 

イ  支援対象児童等訪問記録（様式第１６号） 

(4) 前号の規定にかかわらず、支援対象児童等の状況に気になる点がある

場合は、速やかに市に報告すること。 

(5) 食事の提供に当たっては、衛生管理やこどもの食物アレルギーの有無 

等に十分配慮すること。 

(6) 実施時には食中毒や交通事故など不測の事態によるけがに対応できる

保険に加入するなど、必要な補償対応ができる体制を整えること。 

(7) 継続した取組であること。 

(8) 見守り活動に係る食事等の費用は無料とし、営利を目的とした事業で

ないこと。 



(9) 政治的活動又は宗教的活動を目的とした事業でないこと。 

(10) 国、地方公共団体その他これらに類するものからこの要綱による補助

金以外の補助その他の給付（以下「その他の補助金等」という 。） を受

けていないこと。ただし、その他の補助金等を受ける事業とこの要綱に

よる補助対象事業を区分して実施する場合及びその他の補助金等を受け

る事業に加え新たに本条に規定する取組を実施する場合等はこの限りで

ない。 

(11) 個人情報の保護に関する法律を遵守し、直接又は間接的に知り得た個

人情報の第三者への提供や目的外使用を行わないこと。 

(12) 法令及び福井市の条例、規則、その他の規定を順守すること。 

（補助対象経費） 

第５条  補助金の対象となる経費は、別表に掲げるものとする。ただし、納

品等及び支払いが令和９年３月３１日までに完了しているものに限る。 

（補助額） 

第６条  補助上限額は、２，５００千円を限度として予算の範囲内で市長が

定める額とする。ただし、同一団体が同一の場所で同一の人員でもって複

数の事業を実施している場合及び同一団体が複数の場所で同一の人員でも

って同一の事業を実施している場合は、サービス提供が一体的になされて

いるとみなし、１事業として取り扱う。 

２  補助額の１ , ０００円未満の端数は切り捨てとする。 

（交付の申請） 

第７条  補助金の交付を申請しようとする団体等は、別に定める申請期間に、

補助金交付申請書（様式第１号）に、次の各号に掲げる書類を添えて市長

に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 事業予算書（様式第３号） 



(3) 団体等の規約・会則、役員名簿 

(4) 団体等の概要や事業内容がわかる書類 

(5) 暴力団排除に関する誓約書（様式第４号） 

(6) 個人情報保護に関する誓約書（様式第５号） 

(7) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定前着手） 

第８条  補助金の交付を申請した団体等は、やむを得ない事由により補助金

の交付決定前に事業に着手する場合は、補助金交付決定前着手届出書（様

式第６号）により届け出るものとする。 

（交付決定） 

第９条  市長は、第７条の規定による申請があったときは、福井市支援児童

等対策事業補助金交付団体選定審査会においてこれを審査し、補助金の交

付、交付予定額及び交付条件、又は不交付の決定をするものとする。 

２  市長は、前項の規定により交付又は不交付の決定をしたときは、補助金

交付決定通知書（様式第７号）により、不交付を決定したときは、補助金

不交付決定通知書（様式第８号）により、当該団体等に通知するものとす

る。 

（申請事項の変更等） 

第１０条  前条の規定による交付の決定を受けた団体等が、対象事業の内容

又は経費の配分の変更を必要とする場合は、補助金変更交付申請書（様式

第９号）及び事業の変更内容等が確認できる資料を提出し、市長の承認を

受けなければならない。ただし、助成目的達成のため、又は助成目的に影

響を及ぼさない範囲で行う、軽微な変更は除く。 

２  前項に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。 

(1) より効率的、効果的に事業を実施するための事業内容の細部の変更 

(2) 補助対象経費総額の２０パーセント以内の減額に伴う変更 



(3) 補助対象経費総額の変更を伴わない経費配分の変更で軽微なもの 

(4) 交付決定額の変更を伴わない、補助対象経費総額の増額 

３  市長は、第１項の規定による申請があった場合において、これを審査し、

やむを得ないと認め承認したときは、補助金変更交付決定通知書（様式第

１０号）により、承認しないときは、補助金変更不承認通知書（様式第１

１号）により、当該団体等に通知するものとする。 

４  補助事業の中止又は廃止に係る市長の承認の申請は、令和８年度福井市

支援対象児童等見守り強化事業中止・廃止承認申請書（様式第１２号）に

より行うものとする。市長は、これを審査し、やむを得ないと認め承認し

たときは、令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事業中止・廃止承

認通知書（様式第１３号）により、当該団体等に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１１条  交付の決定を受けた団体等は、事業完了１４日以内に令和８年度

福井市支援対象児童等見守り強化事業実績報告書（様式第１７号）に、次

に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 年次報告書（様式第１８号、様式第１８－１号） 

(2) 事業決算書（様式第１９号） 

(3) 領収書等、活動の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写

し 

(4) 事業の実施状況がわかる資料 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付） 

第１２条  市長は、前条で規定する報告により、補助対象事業が適切に行わ

れたと認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書

（様式第２０号）により通知したうえ、補助金交付請求書（様式第２１号）

を受領後、補助金を交付する。 



（補助金の概算払い） 

第１３条  市長は、特に事前に必要と認めるときは、交付予定額の５分の４

を上限として概算払いを行うことができる。 

２  交付の決定を受けた団体等は、前項の規定に基づき概算払いを受けよう

とするときは、補助金概算払請求書（様式第２２号）を市長に提出しなけ

ればならない。 

３  概算払いした補助金は、前条の規定により確定した交付額に基づき精算

する。 

４  第１０条第４項の規定により事業を中止又は廃止する場合は、交付の決

定を受けた団体等は、概算払いで受けた補助金の全額を返還しなければな

らない。 

（交付の取消し等） 

第１４条  市長は、交付の決定を受けた団体等が、次の各号のいずれかに該

当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは交付額

を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じるこ

とができる。 

(1) 補助金の申請に関して虚偽又は不正の事実があるとき 

(2) 交付の目的以外に補助金を使用したとき 

(3) 第１０条第３項又は第４項の規定により、変更、中止又は廃止の承認

を受けたとき 

(4) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき 

(5) この要綱の規定に違反したとき 

（交付の条件） 

第１５条  交付の決定を受けた団体等は、事業に係る収支を記載した帳簿を

備え付けるとともに、証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の

額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を



受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

（消費税等について） 

第１６条  第７条の交付申請及び第１１条の実績報告にあたっては、団体等

は、対象経費から消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地

方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に

規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて

得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ 。） を除

外して補助金額を算定し、申請または報告を行うものとする。ただし、以

下に掲げる団体等にあっては、消費税等相当額を補助対象経費に含めて補

助金額を算定できるものとする。 

(1) 消費税法における納税義務者とならない補助事業者 

(2) 免税事業者である補助事業者 

(3) 簡易課税事業者である補助事業者 

(4) 消費税法別表第３に掲げる法人の補助事業者 

(5) 課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税

額確定後の返還を選択する補助事業者 

２  前項第５号により消費税等相当額を補助対象経費に含めて補助金額を算

定した団体等は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により

補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、

報告書（様式第２３号）により速やかに市長に報告することとする。 

なお、団体等が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一

支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又

は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本

部の課税売り上げ割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。 

また、報告があった場合には、市長は当該消費税及び地方消費税に係る



仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。 

（その他） 

第１７条  この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。 

 

附  則 

（施行期日） 

１  この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（失効） 

２  この要綱は、令和９年３月３１日限りその効力を失う。ただし、同日ま

でに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有す

る。   

 

  



別表  補助対象経費（第５条関係） 

人件費 

・居宅訪問やこどもの状況把握等を行うスタッフの人件費等 

通信費 

・携帯電話やＩＣＴ機器等の通信費用 

賃借料 

・ＩＣＴ機器（パソコン、プリンタ、タブレット等）のリース費用 

需用費 

○食糧費 

 ・食事（お弁当）や食材の提供に係る経費 

（弁当一食あたり 1,000 円を超える額など、通常より著しく高額と判断さ

れる経費は対象外とする 。）  

○消耗品費 

 ・おむつ等の生活に必要な消耗品の提供に係る経費 

 ・学習習慣の定着に必要な教材費 

〇燃料費 

 ・居宅訪問や食料品などの配送に係るガソリン代 

保険料 

・食中毒や交通事故など不測の事態によるけが等に対応できる保険等 

その他経費 

・事業の趣旨に合致し、福井市支援対象児童等見守り強化事業の実施に関し 

特に必要と認められる経費 

＜特記事項＞ 

・  補助対象経費は、事業の実施に最低限必要なものに限る。 

・  団体等の経常的な経費と区別ができない経費は対象外とする。 

・  事業に直接必要とされない経費、使途が特定できない経費、団体等の構 

成員の親睦等のための会合や会議の開催経費、接遇に係る経費、通常より

著しく高額と判断される経費、備品の購入にかかる経費、その他市長が補

助対象とすることが適当でないと判断する経費は対象外とする。 



様式第１号（第７条関係） 
  年  月  日 

 福井市長   様 

団体名                     

代表者役職名・氏名（フリガナ） 
 

                        

 

令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事業補助金交付申請書 

 

 令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事業補助金の交付を受けたいの

で，福井市補助金等交付規則第３条の規定により，次のとおり関係書類を添

えて申請します。 

 

１ 補助事業名 

  福井市支援対象児童等見守り強化事業 

 

２ 交付申請額     金         円（1,000 円未満切り捨て） 
 
３ 団体の概要  

 
 
交付申請書に関する問い合わせ ※代表者と同じ場合は記入不要  

 

４ 添付書類 

（１）事業計画書（様式第２号） 

（２）事業予算書（様式第３号） 

（３）団体等の規約・会則，役員名簿 

（４）団体等の概要や事業内容がわかる書類 

（５）暴力団排除に関する誓約書（様式第４号） 

（６）個人情報保護に関する誓約書（様式第５号） 

（７）その他市長が必要と認める書類 

団 体 
所在地 

（〒   －   ） 
 
 

電 話  ＦＡＸ  

Ｅ-Ｍail        構成人数              
          人 

担当者 
氏 名    郵送先 

（〒   －   ） 
 
 

電 話 
  
ＦＡＸ 

 E-
Mail 

 



様式第２号（第７条関係）  
 
事業計画書（令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事業補助金） 

 

団体名  

補助事業名 福井市支援対象児童等見守り強化事業 

実施期間   

事業内容 

１ 事業概要，実施体制（職員配置・緊急時の連絡体制等

事業を実施する体制は整っているか。）支援対象児童等の

状況把握の方法，実施頻度、（具体的に記載してくださ

い。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

期待される成果・効

果等 

 
 
 
 
 
 
 

※この様式により難い場合は，この様式に準じた別の様式を使用することができます。 
 



 

様式第３号（第７条関係） 
 

事業予算書（令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事業補助金） 
 
 

団体名 
 

 
１ 収入 

 

２ 支出 

 
※必要に応じて，行を追加してください。 
※この様式により難い場合は，この様式に準じた別の様式を使用することができます。 
 

 

  

項目 内訳（名称，単価，数量等を具体的に御記入ください。） 金額 (円) 

令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事業補助金  

民間助成金等   

寄付金等   

自己負担   

収入合計  

項目 内訳（名称，単価，数量等を具体的に御記入ください。） 金額 (円) 

人件費   

通信費   

賃借料   

需用費   

保険料   

その他経費    

支出合計  
 



様式第４号 
 

暴力団排除に関する誓約書 

 

令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事業補助金の交付申請にあたり、下記事項

について誓約します。 
また、福井市が暴力団排除に必要な場合には、福井県警察本部又は管轄警察署に照会す

ることを承諾します。 
 

記 
 

１ 次に掲げる者のいずれにも該当しません。 
(1) 暴力団（福井市暴力団排除条例(平成２３年福井市条例第２２号。以下「条例」とい

う。)第２条第１号に規定する暴力団をいう。） 
(2) 暴力団員等（条例第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同 

じ。） 
(3) 暴力団員等と密接な関係を有する者 
(4) 前３号に掲げる者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若 

しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)と 

なっている法人その他の団体 
 

 

    年  月  日 
  
 

福井市長 様 
 

 

（誓約者） 
住所（所在地） 

氏名（名称及び代表者氏名）               

 

 
 
  



様式第５号（第７条関係） 
 

個人情報保護に関する誓約書 
 
令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事業補助金の交付申請に当たり，下記事

項について誓約します。 
 
 
１ 個人情報の保護に関する法律を遵守する。 
 
２ 個人情報を保護するため，資料やデータ管理等について，保管場所や保管方法等に万

全の注意を払う。 
 
３ 補助対象事業の実施に当たって，直接又は間接的に知り得た個人情報について，補助

対象事業の目的以外で使用しない。 
 
４ 補助対象事業の実施に当たって，直接又は間接的に知り得た個人情報を 第三者に

漏らさない。 
 
５ 上記１～４について，補助対象事業に携わる職員やボランティアその他関係者に対

しても，指導及び監督を行う。 

 

６ 上記１～５について，事業終了後も同様とする。 
 
 
   年   月   日 
 
福井市長 様 
 

（誓約者） 

団体住所                     

団体名                       

代表者役職名・氏名                

 
 
  



様式第６号（第８条関係） 

 

年  月  日 

 

 

 福井市長 様 

 

 

 

団体住所                  

 

団体名                   

 

代表者役職名・氏名             

               

 

令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事業補助金交付決定前着手届出書 

 

 

令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事業補助金の交付申請をしている下記の

事業について、交付決定前に着手しますので届出します。 

尚、本件について交付決定がなされなかった場合において異議申し立てはしません。 

 

記 

 

１ 補助事業の名称       

 

２ 交付決定前着手の理由      

 

３ 補助事業の着手予定年月日  

 

 

 
 

 

  



様式第７号（第９条関係） 

こ家 第   号 

 

                              住    所   

                              名    称        

                              代表者名   

 

令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事業補助金交付決定通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化

事業補助金については、福井市補助金等交付規則第４条の規定に基づく令和８年度福井

市支援対象児童等見守り強化事業補助金交付要綱により、下記のとおり交付することに決

定したので通知する。 

 

      年  月  日 

                     

                                    福井市長    

 

                                記 

 

１  この補助金の交付の対象となるものは、申請書記載の事業のみとする。 

２  補助金交付の対象となった事業期間、経費及び補助金の額は次のとおりとする。 

              補助対象事業期間    年 月 日～  年 月 日 

              補助金交付対象経費           円 

              補助金の額                円 

３  福井市補助金等交付規則第１１条の規定により、補助金の交付を受けるものは、補

助事業が完了したとき又は市の会計年度が終了したときは、事業完了１４日以内に

補助事業等の成果を記載した補助事業実績報告書、補助事業収支決算書等必要書類

を市長に提出しなければならない。 

４  この補助金に係る収入及び支出については、その帳簿を備え証拠書類とともに事業

終了年度から起算して５年間整備保存しなければならない。 

５  この補助金の使途及び経理の状況については、市監査委員の監査及び市の担当者の

指導があったときは、これを拒むことができない。 

 
 
 
 
 



様式第８号（第９条関係） 

こ家 第   号 

 

                              住    所   

                              名    称        

                              代表者名   

 
 

令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事業補助金不交付決定通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった令和８年度福井市支援対象児童等見守

り強化事業補助金については、次の理由により交付しないこととしたので、福井

市補助金等交付規則第６条の規定に基づく令和８年度福井市支援対象児童等見守

り強化事業補助金交付要綱第９条第２項の規定により通知する。 

 

      年  月  日 

                     

                                    福井市長    

 

                                記 

 

交付しない理由 

 

 
 
  



様式第９号（第１０条関係） 
  年  月  日 

 

 福井市長 様 

 

団体住所                   

 

団体名                     

 

代表者役職名・氏名               

 

 

令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事業補助金変更交付申請書 

 

   年  月  日付けこ家第   号により交付の決定を受けた令和８年度福井市支

援対象児童等見守り強化事業補助金について，次のとおり変更したいので，令和８年度福

井市支援対象児童等見守り強化事業補助金交付要綱第１０条第１項の規定により，次のと

おり関係書類を添えて変更の承認を申請します。 

 

 

１ 変更内容及び変更理由 

変更内容 

（いずれかに○） 

１.事業内容の変更，３.経費の配分の変更 

２.補助対象経費総額の２０％を超える減額 

４. その他（具体的に：            ） 

変更理由  

 

２ 補助金交付変更額 

（１）交付予定額       金               円 

（２）変更後交付申請額    金               円 

（３）差 引 増 減 額     金               円 

 

３ 添付書類 

（１）事業の変更内容等が確認できる書類 

（２）その他市長が必要と認める書類 
 
  



様式第１０号（第１０条関係） 

こ家 第   号 

 

                              住    所   

                              名    称        

                              代表者名   

 
 

令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事業補助金変更交付決定通知書 

 

  年  月  日付けこ家第  号で交付決定した令和８年度福井市支援対

象児童等見守り強化事業補助金について、令和８年度福井市支援対象児童等見守り

強化事業補助金交付要綱第１０条第３項の規定により、下記のとおり変更するこ

とに決定したので通知する。 

 

      年  月  日 

                     

                                    福井市長    

 

                                記 

 

１ 変更の内容 

 

 

 

 

 

２ 変更の理由 

 
 
  



様式第１１号（第１０条関係） 

こ家 第   号 

 

                              住    所   

                              名    称        

                              代表者名   

 
 

令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事業補助金変更不承認決定通知書 

 

  年  月  日付けこ家第  号で交付決定した令和８年度福井市支援対

象児童等見守り強化事業補助金について、令和８年度福井市支援対象児童等見守り

強化事業補助金交付要綱第１０条第３項の規定により、下記のとおり変更不承認

とすることに決定したので通知する。 

 

      年  月  日 

                     

                                    福井市長    

 

                                記 

 

１ 変更の内容 

 

 

 

 

 

２ 変更不承認とした理由 

 
 
  



様式第１２号（第１０条関係） 
 年  月  日 

 福井市長 様 

 

団体住所                    

 

団体名                     

 

代表者役職名・氏名               

 

 

令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事業中止・廃止承認申請書 

 

   年  月  日付けこ家第   号により交付の決定を受けた令和８年度福井市支

援対象児童等見守り強化事業補助金について，福井市補助金等交付規則第５条の規定

により，次のとおり補助事業の中止・廃止の承認を申請します。 

 

 

 中止・廃止の理由 

 

 
 
 

 
 
 
  



様式第１３号（第１０条関係） 

こ家 第   号 

 

                              住    所   

                              名    称        

                              代表者名   

 
 

令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事業中止・廃止承認通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった福井市支援対象児童等見守り強化事業

中止・廃止承認申請書については、令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事

業補助金交付要綱第１０条第４項により、下記のとおり承認することに決定した

ので通知する。 

 

      年  月  日 

                     

                                    福井市長    

 

                                記 

 

１ 中止・廃止の理由 

 

 



様式第１４号（第４条関係） 
支援対象児童等見守り強化事業 支援対象児童等登録（  年 月 日時点）（団体名：               ） 

№ A 対象
者氏名 

B 
性

別 
C保護者氏
名 

D 世帯
員数 
（人） 

E家族
形態 F住所 G所属 

(学校・保育園等) 

H
年齢 
学齢 

I 
相談経路 J支援が必要な理由 k支援開始

日 

 
L支援終了
日 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             
11             
12             
13             
14             
15             
※ 必要に応じて，行を追加してください。 
※ 登録者に変更（追加または解除）があった場合も登録簿を作成し，速やかにこども家庭センターに提出してください。 
※ 「J支援が必要な理由」は，次の①～⑥（いずれも疑いを含む。）から選択（複数選択可）してください。⑥の場合は内容を記載してください。 
①支援者不足（家庭や地域に支援者がいない）②育児不安（保護者等）③経済的困窮④児童虐待⑤ヤングケアラー⑥その他（自由記述） 

※「K支援開始日」は，前年度からの継続者は当年度の事業開始日としてください。 
※ 登録簿の取扱いについて 
・団体では，登録簿で，支援対象児童等の管理をお願いします。また，補助金の適正支出等の検査のため，後日確認させていただく場合がありますので，当該登録簿
は事業終了後５年間，保管してください。 

 
 
 
 
 
 



様式第１５号（第４条関係） 
支援対象児童等見守り強化事業 月報告書                                         （団体名：      ） 
（  年度  月分）                計     

№ 実施日 世 帯

番号 月 回数 保護者氏名 世帯
員数 

支援（延べ人数） 食事・食材・消耗品（教材含む）等  

訪問 ICTによる
目視確認 

弁当 
（個） 

食材 
(回) 

消耗品 
（回） 

備考 
 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             

※ ICTの回数は，感染症拡大防止等のため訪問できない場合，ICT機器を活用して目視により状況把握を行った場合の人数を記入してください。 
通話やラインのみによるやり取りの回数は含めないでください。 

※ 月報告書の取扱いについて 
団体では，月報告書で，支援対象児童等の管理をお願いします。また，補助金の適正支出等の検査のため，後日確認させていただく場合がありますので，当該月報
告書は事業終了後５年間，保管してください。 

 
 



 

 
 

 

 

 



 

 

様式第１7号（第１１条関係） 

 年  月  日 

 

 福井市長 様 

 

団体住所                    

 

団体名                     

 

代表者役職名・氏名               

 

 

令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事業実績報告書 

 

 

   年  月  日付けこ家第   号により交付の決定を受けた令和８年

度福井市支援対象児童等見守り強化事業補助金について，福井市補助金等交

付規則第１１条の規定により，次のとおり関係書類を添えて報告しま

す。 

 

１ 実績額      金              円 

  

 ２ 交付予定額    金              円 

 

３ 差引増減額    金              円 

 

 ４ 添付書類 

（１）年次報告書（様式第１８号） 

（２）事業決算書（様式第１９号） 

（３） 領収書等，活動の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し 
（４）その他市長が必要と認める書類 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
様式第１８号（第１１条関係）  

 

年次報告書（令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事業補助金） 
 

 
※この様式により難い場合は，この様式に準じた別の様式を使用することができます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

団体名  

補助事業名 福井市支援対象児童等見守り強化事業 

実施期間  

支援対象児童等数

（実人数） 
 

支援対象児童等の 
状況把握の実施回数 
（年間合計） 

 

事業実績 
（年間の成果・効果等

について具体的に記載

してください。） 

 



 
 
様式第１９号（第１１条関係） 

 
事業決算書（令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事業補助金） 

 
 

団体名  

 
１ 収入 

 

 
２ 支出 

 
※必要に応じて，行を追加してください。 
※この様式により難い場合は，この様式に準じた別の様式を使用することができます。 
 
 
 
 
 
 
 

項目 内訳（名称，単価，数量等を具体的に御記入ください。） 金額 (円) 

令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事業補助金  

民間助成金等   

寄付金等   

自己負担   

収入合計  

項目 内訳（名称，単価，数量等を具体的に御記入ください。） 金額 (円) 

人件費   

通信運搬費   

賃借料   

需用費   

保険料   

その他経費   

支出合計   



 
様式第２０号（第１２条関係） 

こ家 第   号 

 

                              住    所   

                              名    称        

                              代表者名     

 

 

令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事業補助金交付額確定通知書 

 

    年  月  日付けこ家第   号で交付の決定をした令和８

年度福井市支援対象児童見守り強化事業に対する補助金については、

福井市補助金等交付規則第１２条及び令和８年度福井市支援対象児童

等見守り強化事業補助金交付要綱第１２条の規定により、下記のとお

りその額を確定したので通知する。 

 

      年  月  日 

                     

                                    福井市長    

 

                                記 

 

 

１  交付決定額         円 

 

２  交付確定額         円 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

様式第２１号（第１２条関係） 

 
年  月  日 

 
 
 
 福井市長 様 
 
 
 

団体住所                  
 

団体名                   
 

代表者役職名・氏名             
               

 
令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事業補助金交付請求書 

 

 
 
 
請求額   ￥                        
 
 

振

込

口

座 

 

銀行名義  

預金種目  

口座番号  

フリガナ  

口座名義  

  

 

※ 振込口座は団体名義で開設したものとしてください。 

 
 
 
  



 

様式第２２号（第１３条関係） 

 
年  月  日 

 
 
 
 福井市長 様 
 
 
 

団体住所                  
 

団体名                   
 

代表者役職名・氏名             
               

 
令和８年度福井市支援対象児童等見守り強化事業補助金概算払請求書 

 
 
 福井市補助金等交付規則第１４条第２項の規定により，補助金の概算払を請求

します。 

 

交 付 決 定 日 

及 び 決 定 番 号 

 

 

 

事 業 名  

補助金交付予定額  

概 算 払 請 求 額  

理 由  

振

込

口

座 

 

銀 行 名 等   銀行・信用金庫・信用組合      店 

預 金 種 目 
①  普通，② 当座，③ その他（     ） 
 ※いずれかに○ 

口 座 番 号  

口座名義の住所  

 フ リ ガ ナ  

口 座 名 義  

 ※ 振込口座は団体名義で開設したものとしてください。 

 
 
 
  



 

様式第２３号（第１６条関係） 

 
年  月  日 

 
 
 福井市長 様 
 
 

団体住所                    
 

団体名                     
 

代表者役職名・氏名               
 

 
 

令和８年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 
 
 

令和  年  月  日付けこ家第   号で交付決定のあった令和８年度福
井市支援対象児童等見守り強化事業補助金について、令和８年度福井市支援対象

児童等見守り強化事業補助金交付要綱第１６条第２項の規定により、次のとお

り報告します。 
 
１ 福井市補助金等交付規則第１２条の補助金の額の確定額 

金          円 

２ 補助金の確定時に減額した仕入にかかる消費税等相当額  

金          円 

 
３ 消費税及び地方消費税の申告による確定した仕入に係る消費税等相当額  

金          円 

 
４ 補助金返還相当額（３－２）         金          円 

 

 
 
 
 
 
※記載内容を確認するための書類（確定申告書の写し、課税売上割合等が把握できる資

料、特定収入の割合を確認できる資料等）を添付してください。 


